
 
 

菱電商事株式会社 「内部統制システムの基本⽅針」       

 
１．取締役及び使⽤⼈の職務の執⾏が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①コンプライアンスの徹底を経営の重要課題とし、コンプライアンスに関する規程を定め、当社及び当社グルー
プの全役職員に対して、その周知徹底を図るとともに教育を徹底します。 

②当社及び当社グループの内部統制システムの強化・拡充を図るため、取締役社⻑を委員⻑とする 「リスク
マネジメント統括委員会」 を設置し、内部統制に係る活動状況を統括します。 

③企業活動におけるコンプライアンスの徹底のため、担当の役付執⾏役員を委員⻑とする 「倫理・遵法委員
会」 を設置し、定期的にコンプライアンスに関する推進事項を定め実⾏するとともに、内部監査部⾨が当
社及び当社グループのコンプライアンスの遵守状況を監査します。 

④反社会的勢⼒には毅然とした態度で臨むことを 「菱電商事グループ⾏動指針」 に定め、当社及び当社
グループの全役職員に対しこれを徹底し、そのための体制の整備を⾏います。 

⑤コンプライアンス違反⾏為などが⾏われた場合、⼜はその虞があることに当社及び当社グループの役職員が
気づいたときは、ホットラインシステムを通じ、その内容を通報できることとし、通報者に対しては不利益な取り
扱いを⾏いません。 

⑥リスクマネジメント統括委員会は、その活動状況を経営会議及び取締役会に報告し、取締役会は、その
運⽤状況を監督します。 

⑦リスクマネジメント統括委員会は、その活動状況や特定したリスクについて内部監査部⾨と情報共有し、実
効性のあるリスクマネジメントを実施します。 

 
２．取締役の職務の執⾏に係る情報の保存及び管理に関する体制 

法令上保存を義務付けられている⽂書及び重要な⽂書、その他それらの関連資料等（電磁的記録を
含む）を社内規程に従い、適切に保存及び管理し、必要な場合に閲覧可能な状態を維持します。 

 
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社及び当社グループの事業リスクに関する 「事業リスク検証規程」 を定め、担当の役付執⾏役員を委
員⻑とする 「事業リスク委員会」 において、リスクの抽出を⾏い、発⽣可能性及び影響度等を元に対策を
講じます。また、その運⽤状況をリスクマネジメント統括委員会に報告し、当社及び当社グループの多⾯的な
リスクマネジメントを⾏います。 

 
４．取締役の職務の執⾏が効率的に⾏われることを確保するための体制 

①当社は、定時取締役会を毎⽉⼀回開催し、重要事項の決定及び各取締役の業務執⾏状況の監督等
を⾏っています。また、取締役会の機能をより強化し効率化させるため取締役会への上程案件に関しては
事前に経営会議で審議を⾏っています。 

②取締役会は、組織の職務分掌及び職務権限を定め、各組織の職務権限・責任を明確化し、適正かつ
効率的な職務の執⾏のための体制を整備します。 

③効率性の実効を確保するため、事業年度毎に当社及び当社グループ各社の計画値を明確に設定し、そ
の遂⾏状況について管理を⾏います。 



 
 

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
①当社グループ各社の重要事項については、当社への事前の報告⼜は承認を求めることとします。 
②当社グループ各社の監査役と、当社の監査役及び内部監査部⾨とは、情報の共有化を図り、連携して

当社グループ各社の監査を実施し、企業集団の業務の適正性を確保します。 
 

６．財務報告の適正性を確保するための体制 
当社及び当社グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するため、担当の役付執⾏役員を委員⻑と

する「⾦商法内部統制評価委員会」を設置し、定期的にその有効性を評価します。 
 

７．監査役がその職務を補助すべき使⽤⼈を置くことを求めた場合における当該使⽤⼈に関する事項 
監査役が必要と認めた場合には、取締役と協議のうえ使⽤⼈を監査役の補助にあたらせることとします。 

 
８．監査役の職務を補助すべき使⽤⼈の取締役からの独⽴性及び監査役の当該使⽤⼈に対する指⽰の

実効性の確保に関する事項 
①監査役を補助すべき使⽤⼈を設置する場合、当該使⽤⼈の⼈事権に係る事項は、監査役と取締役が

事前協議を⾏います。 
②当該使⽤⼈は、専ら監査役の指揮命令に従うものとします。 

 
９．取締役及び使⽤⼈が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

①当社及び当社グループの役職員は、監査役会に重要な会議の審議状況、内部監査の結果等、当社及
び当社グループの業務執⾏に関する重要な事項の報告を⾏い、また当社及び当社グループの業務に重⼤
な影響を及ぼす虞のある事項については、遅滞なく監査役会に報告します。 

②当社のホットラインシステムの担当部署は、当社及び当社グループの役職員からの内部通報の状況につい
て、定期的に当社の監査役に対して報告します。 

③当社及び当社グループの役職員は、各監査役からその業務執⾏に関する事項の報告を求められた場合、
速やかに当該事項につき報告を⾏います。 

④当社の監査役へ報告を⾏った当社及び当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不
利益な扱いを⾏いません。 

 
10．その他監査役の監査が実効的に⾏われることを確保するための体制 

①監査役会及び各監査役は、その職務に必要な場合には、弁護⼠、公認会計⼠その他アドバイザー等と
契約することができます。 

②監査役は、会計監査⼈及び当社グループ各社の監査役と情報交換を⾏い、連携して、当社及び当社グ
ループの監査の実効性を確保します。 

③監査役がその職務の執⾏について⽣ずる費⽤の前払い⼜は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職
務の執⾏に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費⽤⼜は債務を処理します。 

 
（2022 年 12 ⽉ 23 ⽇改定） 

以上 


